
各課からの事務連絡による照会の回答や通知の
供覧は、、庁内メールにより送付されたデータを印刷
し下駄版を押し起案している。

この方法だと、庁内メールにより送付されたデータ
を保存・処理をしデータを印刷し下駄版を押し起案。
決裁後、庁内メール等で回答というに多くの手順を

踏むため、照会を回答したり、通知文を供覧するの
に時間が掛かってしまう。

データを印刷し、下駄版を押し起案する時間が無く
なり、事務処理の効率が上がり時間短縮につなが
る。

改善効果 実践状況
① メールに添付されているデータを保存・処理 → 印刷 → 下駄版を押す → 起案

→ 決裁後庁内メール等で回答 という一連の流れを簡略化することができる。
② 簡易な照会回答・供覧の時間を短縮
③ 紙で決裁をとらないので、紙の使用量を削減することができる。

提案内容を既に
実践している場合は
ここにチェックを↓
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